
【有料職業紹介手数料表】 

１．手数料の種類 

 求人者から徴収する成功報酬型手数料 

 

２．手数料額 

 当社が紹介した求職者 1名につき、 

 200 万円（消費税別）を上限とする定額制 

 

３．手数料の支払時期 

 紹介した求職者から提出された内定承諾書を求人者が受理した後、 

 当社が発行する請求書の定める期日までに支払うものとする。 

 

４．返戻金制度 

 以下の場合、返戻金を支払うものとする。 

 

 （１）紹介した求職者が入社日までに求人者の責によらない事由により入社できな

い場合、または入社を辞退した場合 

    支払済手数料の 100％を返金する。 

 

 ※詳細な返戻条件については、個別契約書に定めるものとする。 

 

以上 


